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「焔魔堂自治会」

コミュニティ活性化委員

対前月

世帯数 ▲5

男性 ▲3 女性 ▲1

2月は、第Ⅲ期目の自治会費・文化財保護費を班長さんが集金に参ります。
班長さんが事前に集金日と時間帯をお知らせしますので、皆様のご協力を
お願いします。

※第Ⅲ期自治会費は12月～3月の4カ月分です。

自治会からのお知らせ

■第3回評議員会は実施致しません【立候補締切1/10・各班からの立候補締り1/31】立候補3名のみ】
コミュニティ活性化委員の任期満了に伴う選任について、令和8年1月4日に公示いたしました。
届出期間にて各役務の立候補者は3名でした。評議員会による投票は実施しないとともに、無投票

にて立候補者の方々は当選となりました。※選挙公報においても回覧します。

■「令和7年度事業報告・収支決算」「令和8年度 事業計画・収支計画」
近々「令和7年度事業報告・収支決算」および「令和8年度 事業計画・収支計画」について各種団体様
に依頼申し上げますのでご準備、ご協力のほどよろしくお願い致します。

■第2回人権学習会＆ミニサロン
【日 時】令和8年2月14日（土）13:30～15:00
【場 所】えんまどう”トキめき”の館
【テーマ】写真と人とのつながり
【講 師】河野 剛さん（リバーズ代表 プロフォトグラファー）
さまざまな年代の住民の皆様のご参加をお待ちしております。
講演内容の詳細は後日回覧にてお知らせします。

※当日は18:00よりら第11回役員会議」を開催します。

役員会議後19:30頃からは新まちづくり推進員の活動役務選出会議を開催し担当決定を行います。

令和7年11月～12月に、各班会議を開催いたしました。お忙しいところご出席いただ
きました皆様、活発なご意見等をありがとうございました。班長の皆様におきましては、
開催準備のご調整、当日の司会進行、後日の議事録作成等お疲れ様でした。

いただきましたご意見等の中から各班に共通するものの一部を以下に記載いたします。

Q:ふれあい広場2026は開催するのか？
A:役員会議にて採決し、開催決定。令和8年10月4日（日）雨天決行。

Q:例大祭の担ぎ手について
A:班内で調整願いたい。通常総会にて決定すれば、担ぎ手には一定の対価を支払う。

Q:回覧板の電子化の検討
A:すべての世帯に対応できない場合があるので、ケースバイケースで活用願う。

Q:班編成の変更
A:原則5年ごとと考えており、戸数の増減状況を鑑みて検討する。

第Ⅲ期 自治会費・文化財保護費の徴収

515世帯

1,348人

男性 688人

女性 660人

焔魔堂町住民構成

人口

世帯数

R8.1.1現在



班長・まちづくり推進員の主要活動内容

2月スケジュ－ル
（変更の場合あり）

自治会館開放日は毎週火曜・
木曜の9:00～12:00です。

ご冥福をお祈り申し上げます

6班 吉岡利弘さま(享年84歳)
7班 琴 順子さま(享年74歳)

日 曜日 時間 行事予定【2/16～2/28】

9:30～ らくらくピアノ

19:00～ 守山学区自治会長会議

22 日 9:30～ 子ども文庫

27 金 9:30～ いきいきクラブ

2月行事予定

18 水

日 曜日 時間 行事予定【2/1〜2/15】

8:30～ えんまどう"トキめき"の館清掃

9:00～ 自衛消防隊　整備点検

4 水 9:30～ らくらくピアノ

14:00～ 子ども会　新一年生説明会

212001ま

で
子ども会引継ぎ

8 日 8200～ 衆議院議員選挙

10 火 10200～ ドコモスマホ教室

13230～ 第2回人権学習

18200～ 第11回役員会議

役員会議

終了後
まちづくり推進員役務選出会議

2月行事予定

1 火

土7

土14

班長

主要活動内容 役務 主要活動内容

まちづくり推進委員長 ①まちづくり推進員活動の取りまとめ等々

選挙管理委員長
①評議委員会への出席【3回/年】
②通常総会での選挙結果【1回/年】

ふれあい広場実行委員長
①企画から実行
②自治会と連携しスム－ズな進行
③実行委員会の開催【2回/年】

まちづくり推進員

①班会議の開催【1回/年】※11月下旬～12月中旬

②自治会費、文化財保護費の徴収【3回/年】
　ごみ集積所清掃当番表の作成【3回/年】

③回覧資料、全戸配付資料の配付

④役員会議への出席【12回/年】
　通常総会への出席【1回/年】
　　※総会での各班出席人数、委任人数の把握し
　　副自治会長に報告(スピィディーに)

⑤ふれあい広場への支援【10月頃】

⑥各清掃活動【河川愛護作業】　※6月頃
　　　　　　【ごみの無い美しい街づくり運動】
　　　　　　　　　　　　　　　※11月頃
　　　上記、当日の陣頭指揮等々

⑦"トキめき"の館清掃当番表の作成【1回/年】
　

　上記、自治会よりラミネ－ト3部を各班長に配付
　①当番者が、次の当番者に渡す
　②ごみ集積所に貼る　"トキめき"の館は自治会が貼る
　③各班長の予備

人権教育部会【2名】

①年2回【毎年8月頃&2月頃】の人権学習会の開催と
　人権講師の調整等
②人権活動部会から委員長を選出と同時に
　選挙管理委員長も兼務する。
③役員会議への出席【12回/年】

市民活動部会【2名】
①花の街角づくりを開催【年2回　6月と10月】
②ふれあい広場の会計を担当
③役員会議への出席【12回/年】

青少年育成部会【2名】

①自治会主催のグランドゴルフ大会【11月】を開催
　会場の調整と備品の調達を行政と調整
②自転車マナ－アップ活動・心と心を繫ぐ挨拶運動
　【7月・11月】
③役員会議への出席【12回/年】

福祉活動部会【4名】

①自治会主催のミニサロンの開催
②お出かけサロンの開催【6月頃】
③ふれあい広場実行委員長【1名】を兼務
④見守り支え合い活動　※健康推進員等と連携
⑤守山会館発行「一里塚」の焔魔堂の取り組み原稿の記
載
⑥役員会議への出席【12回/年】

【班長】
自治会と住民の橋渡し

【まちづくり推進委員】
明るく住みよい町を作るための活動や住民の自主的

な意欲を大切にしながら、各種活動を行う


